
◎「岡山県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」 新旧対照表 

新 旧 

岡山県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 

 

 (目的) 

第１条～第２条 略 

 

（妊孕性温存療法の対象者） 

第３条 本事業における妊孕性温存療法の対象者については、以下の条件

を全て満たす者とする。 

（１）～（４） 略 

（５）説明及び同意 

妊孕性温存療法指定医療機関が、対象者に対し、妊孕性温存療法を

受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をするこ

とについて説明を行った上で、本事業に参加することについての同意

が得られた者を対象とする。 

対象者が未成年患者の場合は、原則として、妊孕性温存療法を行う

担当医師の所属する医療機関における未成年患者本人の同意取得の

方針に従い、未成年患者本人（※）及び親権者又は未成年後見人等に

よる同意が得られた者を対象とする。 

※年齢等の理由で同意能力がないために医療機関での妊孕性温存療

法実施の際に未成年患者本人の同意を取得することができない場合

は、本事業に参加することに対する本人同意の取得も不要とする。 

 

第３条の２～第５条 略 

岡山県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 

 

 (目的) 

第１条～第２条 略 

 

（妊孕性温存療法の対象者） 

第３条 本事業における妊孕性温存療法の対象者については、以下の条件

を全て満たす者とする。 

（１）～（４） 略 

（５）説明及び同意 

妊孕性温存療法指定医療機関が、対象者に対し、妊孕性温存療法を

受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をするこ 

とについて説明を行った上で、本事業に参加することについての同意

が得られた者を対象とする。 

対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、

親権者又は未成年後見人による同意が得られた者を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

第３条の２～第５条 略 



（指定医療機関及び原疾患治療施設の実施方法） 

第６条 指定医療機関及び原疾患治療施設は次のとおり事業を実施する

ものとする。 

（１）指定申請 

第５条（２）の指定を受けようとする医療機関は、岡山県小児・AYA

世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関指定

申請書（様式第２号）及び日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会

からの本承認の結果（通知文書等の写し）を知事に提出する。 

（２）～（６） 略 

（７）同意の取得 

指定医療機関は、対象者に対して、以下のとおり同意を得ること。 

① 略 

② 対象者が未成年患者の場合は、原則として、妊孕性温存療法を行 

う担当医師の所属する医療機関における未成年患者本人の同意取

得の方針に従い、未成年患者本人（※）及び親権者又は未成年後見

人等による同意を得ること（第３条の対象者に限る。）。 

※年齢等の理由で同意能力がないために医療機関での妊孕性温存 

療法実施の際に未成年患者本人の同意を取得することができない 

場合は、本事業に参加することに対する本人同意の取得も不要とす 

る。 

③ 略 

（８）がん・生殖医療連携ネットワーク体制への参画 

県が構築するがん・生殖医療連携ネットワークに参画し、医療連携

や情報連携の推進、患者に対する情報提供及び意思決定支援体制の整

（指定医療機関及び原疾患治療施設の実施方法） 

第６条 指定医療機関及び原疾患治療施設は次のとおり事業を実施する 

ものとする。 

（１）指定申請 

第５条（２）の指定を受けようとする医療機関は、岡山県小児・AYA

世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関指定 

申請書（様式第２号）を知事に提出する。 

 

（２）～（６） 略 

（７）同意の取得 

指定医療機関は、対象者に対して、以下のとおり同意を得ること。 

① 略 

② 対象者が未成年患者の場合は、できる限り対象者本人に対しても 

説明を行った上で、親権者又は未成年後見人による同意を得ること 

（第３条の対象者に限る。）。 

 

 

 

 

 

③ 略 

（８）がん・生殖医療連携ネットワーク体制への参画 

県が構築するネットワークに参画し、医療連携や情報連携の推進、

患者に対する情報提供及び意思決定支援体制の整備と質の向上を図る



備と質の向上を図るとともに、妊孕性温存を希望する患者が円滑に治

療を受けられる体制の構築に努めること。 

第７条～第 10 条 略 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和５年５月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和７年３月１０日から施行し、令和６年 12 月 25 日から

適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１・別表２ 略 

とともに、妊孕性温存を希望する患者が円滑に治療を受けられる体制

の構築に努めること。 

第７条～第 10 条 略 

 

附則 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和５年５月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、令和７年３月１０日から施行し、令和６年 12 月 25 日から

適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表１・別表２ 略 



様式第１－１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１－１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１－２号 略 

様式第１－３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１－２号 略 

様式第１－３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１－４－１号～様式第３－２号 略 

様式第３－３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３－４号 略 

様式第１－４－１号～様式第３－２号 略 

様式第３－３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３－４号 略 


